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地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システム

（Ｊアラート）(※)を用いた訓練で、養老町以外の地域でもさまざまな手段を用いて情報伝達訓練が行われています。

１ 訓練実施日時 ５月19日（水） 11時00分ごろ

２ 訓練で行う放送試験

(※)Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを

通じて瞬時にお伝えするシステムです。

情報伝達手段 放送内容

防災行政無線

町内に設置してある防災行政無線（防災ラジオ・戸別受信機も含む）

から、一斉に、次のように放送されます。

【放送内容】 上りチャイム音

＋ 「これは、Ｊアラートのテストです。」×３

＋ 「こちらは、こうほうようろうです。」

＋ 下りチャイム音

問総務課 �32―1101

防災行政無線などを用いた情報伝達訓練の実施

国土交通省中部地方整備局では、河川整備、河川の利用、河川環境に関する地域のみなさまの要望を十分把握すると

ともに、河川愛護思想の普及啓発を図るため、河川愛護モニターを委嘱しています。

令和３年度についても、木曽川上流河川事務所で河川愛護モニターを募集します。

みなさまのご応募をお待ちしております。

募 集 期 間：５月６日から14日まで

募 集 人 員：５人(予定）

応 募 資 格：・20歳以上で木曽川上流河川事務所管内の河川（木曽川、長良川、揖斐川、牧田川、杭瀬川、根尾川）

の近隣にお住まいの人

・川に接する機会が多く河川愛護に関心のある人

手 当：未定（参考：令和２年度月額4,580円）

委 嘱 期 間：令和３年７月１日から令和４年６月30日まで

（ただし、制度改正等により期間満了以前に委嘱を終了する場合があります。）

問い合わせ先：国土交通省木曽川上流河川事務所

占用調整課

〒500-8801 岐阜市忠節町５－１

電話（058）251－1326

○詳細については、木曽川上流河川事務所ホームページ

http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/でご覧になれます。

よりよい川づくりのため河川愛護モニター募集

「高田まつり」の開催中止ついて
高田祭実行委員会では、新型コロナウイルス感染症拡大が続く情勢をふまえ、５月15日（土）、16日（日）に開催を予

定しておりました「高田まつり」の中止を決定いたしました。

関係者および楽しみにされている皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますとともに、来年以降

の安心安全な「高田まつり」の開催に向け努めてまいりますので、引き続き、ご支援・ご協力いただきますようお願いい

たします。

高田祭実行委員会 会長 野寺 兼次


